
○ 理学療法士については、 0平吸機能が低下した態者に対 し、呼吸リハビリテーションの一
環として「体位排痰法」(痰が溜まつているところが上になるように姿勢を変えて、重力を
利用して喉もこまで痰を移動させる方法)等を実施する際、□の近<まで集めた痰を悪者
自身が自力でタトに出すことができず、吸ョ|が必要となるケースがある。

○ この0客痰等の吸31については、従来、理学療法士法第2条に規定する「理学療法」の範
囲に含まれるかどうか明らかでないため、理学療法士は実施することができないと考えら
れてきたが、理学療法の手法である「体位排痰法」等を安全かつ適切に実施する上で当然
に必要となる行為であることを考慮し、理学療法士が行い得る行為として認める万向で解
釈を明確イじすべきである。

【作業療法士】

○ 作業療法士については、作業療法士法第 2条の「作業療法」の定義中の「手芸、工作そ
の他の作業を行わせること」という文言にとらわれ、医療現場において手工芸を行わせる
職|わ といった認識が広がっているで,しかしな/」

|ら、実際には、「その他の作業を行わせる
こと」として、汐」えば以下のようなリハビリテーションがある

``

。 移動、食 J4、 排泄、入浴、家Jitlの 日常生活動作にじりする ADL尉‖練
。 発達障害や高次機能障害省に対するリハビリテーション

○ これらのリハピ lリ テーションにおける作業療法士の活用を推進し、作業療法士がチーム
医療において十簿に専門性を発揮できるよう、作業療法士法第 2条の「その他の作業を行
わせること」の内容を解釈上明確イじすべきである。

○ また、作業療法士についても、食Ji訓級を実施する際、誤囃に文」応するために0客痰等の
吸引が必要となるケースがあるので、食 J:副‖練を安全かつ適切に実施する上で当然に必要
となる行為であることを考慮し、作業療法士が行い得る行為として認める力向で解釈を明
確イじすべきである。

〔言語翻ふ覚士〕

○ 言語1麻覚士については、瞬1下訓練を実施する際、誤囃に対応するためにD客痰等の0/n31が
必要となるケースがあるので、囃下訓練を安全かつ適切に実施する上で当然に必要となる
行為であることを考慮し、言語聴覚士が行い得る行為として認める方向で解釈を明確化す
べきである。

(4)管 理巣養士

○ 管理栄養上については、態者の高齢化や生活習慣病の有病者の増加に伴い、患者の栄養
状態を

‐
dl,t・ 維l寺 し、免疫力低下の防止や治療効果及びQOLの 向上等を推進する観点か

ら、傷病者に文」する栄益管理・栄益指導の専門家として医療塀場において果たし得る役割
が大き<な っている。

○ こうした状況を踏まえ、管理栄益士の専門性のさらなる活用の観点から、現行制度の下
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において、
。 一般治療食 (常食)については、医師の包括的な指導に基づく食事内容や形態の決定 。

変更
。 特別治療食については、医師に文」する食事内容や形態の提案 (変更の提案を含む。)
を行うことができる旨を明確イじすべきである。

O また、態者に文」する栄養指導についても、クリティカルバスによる明示等、医師の包括
的な指導に基づき、適切な実施0寺期を判断しながら実施することができる旨を明確イじすべ

きである。

○ さらに、経1易栄養療法を行う際、様夜なI亜類の経腸栄益斉」の中から各患者に合わせて選
択。使用する必要があるところ、管理栄餐士の専門性を,舌かし、経1易栄餐斉」の種類の選択 。

変更等を医師に提案することができる旨を明確イじすべきである(,

(5)臨床工学技士

○ 臨床工学技士については、近年、医療技術の進歩による医療機器の多様イし。高度イしに伴

い、その操作や轡理等の業務に必要とされる知i税・技術の専P電性が高まる中、当該業務の

専門家として医療現場において果たし得る役害」が大き<な つており、その専門性を活かし

た業務が円滑に実施できるよう、業務1屯囲の見直しを行うべきであるtサ また、業務範囲の

拡大に当たっては、新たな業務を安全かつ円滑に実施できるよう、違力0的な教育・研修等

の必要性について検討を行うべきであるt,

○ 臨床工学技士が、忠者に人工0平吸器を装抵させる際、気道の粘液分泌畳が多<なるなど、

通正な換気状態を維持するために気管挿管チュープ内の喀痰11の吸ヨ|が必要となるケース

がある。このD客痰等の吸引については、0召和 63年に厚生労働省が発出した「臨床工学技

士業務指£十」において、「吸ヨ|の介助」の実施が可能である旨は明らかにされているものの、

「吸引Jの実施の可否については明確にされておらず、臨床工学技士は実施することはで

きないと考えられてきたが、人正呼吸器の操作を安全かつ適切に実施する上で当然に必要

となる行為であることを考慮し、臨床工学技士が行い得る行為として認める方向で解釈を

明確イじすべきである。

○ また、臨床工学技士が、人工呼吸器を操作して呼吸療法を行う際、血液中のガス濃度の

モニターを行うため、既に動脈に留置されたカテーテルから採血を行う必要がある。この

留置カテーテルからの採血については、臨床工学技師制度の倉」設当初 (昭和 63年 )に厚

生労働省が発出した「臨床工学技士業務指針」において、安全かつ適切な業務の実施を確

保する観点から、臨床工学技士は行つてはならない旨業務指£十として示されている。しか

しながら、制度が十分に成熱し、臨床現場にお |り る臨床工学技士に文」する評価が定まって

きた現在の状況にかんがみれば、人工呼吸器の操作を安全かつ適切に実施する上で当然に

必要となる行為であること、臨床工学技士の技術の高度イじを考慮して臨床工学技士が行い

得る行為として明確化すべきである。

○ なお、「臨床工学技士業務指£十」については、臨床工学技士制度の施行当初は安全かつ適

切な業務実施を確保する観点から、厚生労働省が業務指針を示す賭要性は高かったと篭え
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られるが、制度施行から 20年以上が経過 し、十分に制度が成熱した現状においては、 1哉

能団体や関係学会の自主的な取組によって、医療技術の高度イじ等に対応 しながら適切な業
務実施が確保されるべきである。こうした観点から、当該業務指針については、廃止も言
め、今後の取扱いを検討すべきである。

」二上診療放射線披師

○ 診療放馴線技師については、医療技術の進歩により悪性随瘍の放射線治療や画像検査が
一般的なものになるなど、放射線治療・検査・管理や画lFal検査に関する業務が1曽大する中、
当該業務の専門家として医療現場において果たし得る役害」が大き<な っている。

○ こうした状況を踏まえ、診療放馴線技師の専PU性のさらなる活用の構]点から、現行制度
の下、例えば、画像診断等における読影の補助や放射線検査11に関する説明・相談を行う
こと/」 可ヾ能である旨を明確化し、診療放馴線技師の活用を促すべきである。

(7)臨 床 検 査 技 師            ′

○ 臨床検査技 8市については、近年の医療技術の進歩や1士1者の高齢化に伴い、各I・

lll検査に関
係する業務墨が1曽加する中、当該業務を広<実施することができる専門家として医療現場
において果た し

`ャ

|る役害」が大き<な っている。

○ こうした状況をV沓まえ、臨床検査技師の専1町性をさらに広い分野において発揮させるた
め、現在は臨床検査技師が実施することができない生理学的検査 (臭覚検査、1」気味覚検
査等)に ついて、専門家KID関係学会等の意見を参考にしながら、追加的な教育 。研修等の
必要性も富め、実施の可否を検討すべきである。

二
=遷

藝囲量謹ヒ鯉亜整ラーク等)

○ 書類作成11(診断書、意見書、紹介状の作成等)に関する業務量の1曽加により、医師・
看護 8雨の負担が 1曽加 しており、一方で、態者倶」では書類作成までのB春間が長期化している
ことなどへの不満が 1曽大していることから、医療関係事務に関する処理能力の高い事務職
員 (医療クラーク)を積極的に導入し、医師等の負担軽減を図るとともに、患者・家族ヘ
のサービス向上を推進する必要がある。

○ こうした rEQ点から、例えば、医療クラークの量の確保 (必要賛成数のi巴握等 )、 医療クラ
ークの質の確保 (言忍定・検定制度の導入等 )、 医療機関における医療クラークの導入支援 (院
内研修ガイ ドラインの作成)等、導入の推進に向けた取組を実施すべきである.

○ また、医療クラークのみならず、看護業務等を補助する看護補助者、他施設と連携を図
りながら忠者の退院支援等を実施する医療ソーシャルワーカー (Msw)、 医療スタッフ1倒

におけるカルテ等の診療情報の共有を推進する診療情報管理士、検体や諸書類・伝祟等の
運輸僕 務を担 うホーターやメッセンジャー11、 様夜なJl務職員を効果的に活用することに
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より、医師等の負担軽減、提供する医療の質の向上、医療安全の確保を図ることが可能と

なる。こうした観点から、各種事務職員の導入の推進に向けた取組 (医療現場における活

用状況の把握、業務ガイドラインの作成、認定 ◆検定制度の導入等)の実施を検討すべき

である。

(9)介議職員

○ 地域における医療・介護等の連携に基づ<ケアの提供 (地域包括ケア)を実現し、看護

師の負担軽減を図るとともに、悪者・家族のサービス向上を推進する観点から、介護1哉員

と看護llili員の役害」分担と連携をよリー層進めてい<必要がある。

○ こうした観点から、介言lllit員による一定の医行為 (たんの吸31や経管栄益等)の具体的

な実施方策について、胃」途早急に検E寸すべきである。

4.医 療スタ ッフ間の連 携の推進

(1)医療スタッフ間の連携の在 り方

○ 上記のような各歴療スタッフの専 1町性の向上や業務 1砲囲・役害」の拡大を活かして、想者・

家族とともに質の高い医療を実現するためには、チームとしての方針の下、包括的指示を

活用 しつつ各医療スタッフの専門性に積極的に姜ねるとともに、医療スタッフ間の連携 。

補完を一旧進めることが重要である。

○ 医療スタッフ間の連携・補完については、場面によって様々な取組が考えられるが、具

体的には、″」えば、以下のようなllR組 が行われている。

◆ 各診療科 。部門の IIR組として、手順書klDフ
.□

トコールの作成により平常0きの役害」分担
bヽ緊急0寺文」応の手順・責任者を明確化するとともに、lB当者への教育・訓練、医療スタ

ッフ間における忠者情報の共有や日常的なコミュニケーションを推進

◆ 院内横断的な取組として、医師 。歯科医師を中心に、複数の医療スタッフが連携して

憲者の治療に当たる医療チーム (栄養サポー トチーム等)を組織

【医療チームの具体例】

・ 栄養サポー トチーム :医 8雨、歯科医師、薬剤8面、看護師、管理栄養士 等

・ 感染制維0チーム :医師、薬剤師、看護師、管理栄養士、臨床検査技師 等

・ 緩禾ロケアチーム :医師、薬斉j師、看護師、理学療法士、MSW 等

・ □腔ケアチーム :医師、歯科医師、薬斉」師、蕎護師、歯科衛生士 等

・ 0乎吸サホー トチーム :医師、薬斉」師、看護師、理学療法■、臨床工学技士 等

・ 摂食囃下チーム :医師、歯科医師、薬斉」師、看護師、管理栄益士、言語1忠覚士 電
。 褥癒対策チーム :医師、薬剤師、着護8市、管理栄養士、理学療法士 等

・ 周術期管理チーム :医師、歯科医師、薬剤師、振護師、臨床工学技士、理学療法■ 1年

-10-



◆ 特定の疾患 (がん、糖尿病・高血圧・高脂血症等の生活習慣病等)に対する取組とし
て、複数の医療スタッフが連携して患者の治療や生活習慣の改善に当たるチームを組織

◆ 地域横断的な取組として、病院・診療所 (医師)、 歯科診療所 (歯科医師)、 訪F05蕎護
ステーション (看護師)、 薬局 (薬剤師)、 保健所 (保健師等)、 介護保険事業所 (ケアマ
ネジャー)等が退院0寺カンファレンスに参加するなど、在宅医療・介護サービスにおけ
る役割分担と連携を推進

◆ 周産期医療における取組として、院内助産所・助産師外来の設置や周産期医療ネット
ワークにおいて地i或の助産所との連携体制を構築することにより、産科医と助産師の間
で、正常分娩の助産業務を自立して実施できるという助産師の専門性を活かした役害」分
担と連携を推進

推進方策

○ こうしたチーム医療の実践を全国に出及させるためには、各医療スタッフの専1句性を活
かした安全で質の高い医療を提供し得る環境を整えていることが社会的に認矢0される仕組
みや、その質の高さが適正に評価される仕組みなど、医療機幽に何らかのインセンティブ
が存在する必要があるで,一カ、忠者 。家族にとっても、こうした医療機関の存在が十分に
情報提供され、医療機関を選択する際の有用な情報を容易に入手することができるような
環境が割 1されることが望ましい。

○ こうした

“

児点から、チーム医療の実践に必要とされる■:項について、一定の客観的な基
準を設けるとともに、当該基準を満たしている安全かつ良曇1な医療を提供 し得る医療機関
が社会的に認知・評価されるような新たな枠組みを#6築する必要がある。

○ 具体的には、傾」えば、チーム医療を行う体制が整えられているかどうか、チーム医療を
行う設‖tが整備tされているかどうか、チーム医療の具体的な活動が行われているかどうか、
といった基準に基づき、公正 。中立的な第二者機関においてチーム医療を推進する医療機
関11と して認定する仕組みを導l入すること11を 検討する必要/3Sある(,

O なお、認定基準の策定に当たっては、今後、医療現場の関係者等の協力を得ながら、医
療現場の実態を踏まえた上で、安全性の確保など様々なrJl点から専 F目的な調査・検討を行
つた上で決定する必要がある。

○ また、チーム医療を推進する医療機関等として認定されたことについて、悪者等が医療
機関を選択する際の有用な情報として提供することができるょう、医療機関が広告するこ
とができる事項として位岡づけるなど、チーム医療を推進する医療機関等が患者。医療現
場から広<認矢0されるような仕組みを検討すべきである。

○ さらに、チーム医療を推進するために必要なコストや、チーム医療の推進によって提供
03能 となる医療サニビスの質の高さ等、千]:ノマのエビデンスについて、公正 。中立的な第二
者機関の協力を得ながら的確に検証 。

l巴握するとともに、必要に応じ、財政支援や診療報
山サ‖上の1台 問等の文」策を検討すべきである.,
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(3)公正な第
=者

機関

○ チーム医療を推進する医療機関等について、その水準を検証・評価し、質を確保すると

ともに、その評価が医療現場においてスムーズに受け入れられるためには、特定の医療ス

タッフ関係者等による評価システムではなく、医療関係者の幅広い協力を得て運営される

客観的かつ公正な評価システムが必要である。

○ このため、多様な医療スタッフから公平な立場で、国民の多様な意見を聴取しつつ、臨

床現場の関係者、医師・蕎護師を始めとする医療スタッフ関係者、教育・養成現場の関係

者、関係学会等が参画できる検討の場としての第二者機関が必要である。

○ なお、特定看護8雨 (仮称)等、チーム医療の推進に必要な人材の検証・評価に関するシ

ステムについても、チーム医療を推進する医療機関等の検証・評価と同様の理由から、/AN

正 。中立的な第三者機関が担うべきである.

おわりに

O 本検討会では、医療現場の関係者の方ノマからヒアリングを行いながら、チーム医療を推

進するための具体策について検討を重ね、本報告書を取りまとめたところであるが、厚生

労働省においては、本報告書を受け、今後も関係者の意見を十分に彎重 しながら、各 I・

lll異

体策の実現のために必要な準研1に取り組まれることを期待する
`)

○ また、医療技術の進歩や教育環境の変イじ等に伴い、医療スタッフの能力・専 Pり 1生の程度

や悲者 。家族 。医療関係者のエーズ等が日な変イじしていることを念頭に置き、厚生労働省

においては、今後も医療現場の lllJl向 を適切にlttlFIす るとともに、必要に応 じ各医療スタッ

フの業務範囲を見直すなど、折々の状況に応 じたチーム医療の在り方について、通8寺検討

を行うべきである ()

○ さらに、各医療スタッフの糞成機閃、職能団体、各椰学会場においては、チーム医療の

実現の前 1足となる各医療スタッフの知ill・ 技術の向上、複数の脳 I中の連携に関する教育・

啓発の推進としヽつた llll点から、相:々の取組が積極的に進められることを期待するn
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【別紙】

特定の医行為として想定される行為例

「特定の医行為」(従来、一般的には 鴫多療の補助」に含まれないものと理解されてきた
一定の医行為であり、特定着護師 (仮称)が医師の指示を受けて「診療の補助Jと して実
施。)は、例えば、重篤な合併症を誘尭するリスクが低いこと、出血 した場合の上血が容易
であること、合併症への文」処方法等が確立していること、予測し得る副作用が-0吉的かつ
軽度であること等を基準として、以下のような行為が想定されるが、今後、医療現場や養
成現場の関係者等の協力を得て専P]的 。実証的な調査 。検討を行った上で決定する懸要が
ある。なお、以下の行為については、専Pu的 。実証的な調査・検討の結果、特定看護師 (仮
称)以タトの青護師であっても安全に実施することができると判断される可能性がある。

チーム医療の推進の llll点 から、「特定の医行為」の寒施に当たっては、薬斉」師その地の医
療スタ ッフと相談するなど十分な連携を図ることが望まれる()

◆ 検査等

・ 忠者の重症度の評lE5や治療の効果判定笛のための身体所見の 1巴握や検査
・ 動1脈 flllガ ス洪」定のための採血など、侵襲性の高い検査の実施
。 エコー、胸部単純 ×線描i影、CT、 MRI等の実施B寺期の判断、読影の補助11(ェ コ
ーについては実施を禽む())

。 |∨R時の造影剤の投与、カテーテル挿入0書の介助、検査中・検査後の憲者の性。理等

― これにより、救急外来において、必要に応 じた検査を実施した上で トリアージを禽
む初期文]応を行うことが可能となり、症状の早期改書i、 1上i者 の不安解消等、サービス
の向上につながることとなる 1)

◆ 処 r弔

。 人工Oy吸器装石中の忠者のウイエング、気管挿管、抜管11

。 倉1部 ドレーンの抜去 11

・ 縫含等の倉J傷処置|

・ 褥癒の壊死組織のデプリー ドマン等

→ これ |「 より、人工0平吸器装着中の悪者への文」応において、呼吸状態や検査データ等
の1巴握から酸素投与量の調整、抜管の0き期の半」断、抜管の実施に至るまでの一連の行
為を行うことが可能となり、診療計画の円滑な実施に資することとなる。

また、倉」部 ドレーンの抜去や倉」傷処置について、悪者の身体的状態や療養生活の状
況から適切な実施0寺期を判断して実施することが可能となり、悪者のQOLの向上に
つながることとなる(,

◆ 忠者の状態に応じた薬剤の選択・使用
・ 疼痛、発熱、脱水、便通異常、不眠等への対症療法
。 畠J作用出現B寺や症状改善時の薬剤変更 。中止

→ これにより、在宅療益中の悲者に対して、懸要に応じ検査を実施しながら全身状態
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を1巴握した上で必要な薬剤を使用することにより、摂食不良、便通異常、1党水等に対   ・

応することが可能となり、在宅療養の維持に資することとなる。

また、術後管理が必要な患者に対して、憲者の状態に含わせてИ要なB寺期に必要な

薬斉」(種類、墨)を使用することが可能となり、状態悪化の防止、術後の早期回復等、

憲者のQOLの 向上につながることとなる。
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